
長野県社会的養育推進計画（後期計画）スタートアップ研修会 実施要領 
 

 

１ 目 的 

  当事者であるこどもや支援にあたる関係者のご協力のもと、長野県では令和７年３月に「長

野県社会的養育推進計画」を策定しました。この計画では、「こどもが人として大切にされ、安

心して育ち、自分らしく生きられること」を目標に、「家庭養育優先原則」と「パーマネンシー

保障」の理念のもと、計画に記載の取組を進めていくこととしています。 

計画の推進にあたっては、社会的養育に関わる市町村、里親、施設、児童相談所等の関係者

の皆様にこうした理念を踏まえ、それぞれの地域で連携・協力して、必要な資源整備やこども

や家庭への支援に取り組んでいただくことが重要です。 

以上のことから、計画の内容について改めて共有するとともに、特に「パーマネンシー保障」

の考え方について理解を深めていただけるよう、スタートアップ研修会を下記のとおり開催し

ます。 

 

２ 主 催 

  長野県県民文化部こども若者局 こども・家庭課 児童相談・養育支援室 

 

３ 対象者 

市町村こども家庭センター（母子保健・児童福祉担当部署）関係職員、児童相談所職員、 

乳児院・児童養護施設等の児童福祉施設職員、里親・ファミリーホームその他の関係者等 

  ＊組織の管理者をはじめ支援や体制づくりの中心を担う職員等に積極的に参加していただけると幸いです。 

 

４ 日 時 

  令和７年７月 11日（金） 13:30から 16:15（終了予定）まで 

 

５ 場 所 

  長野県総合教育センター（塩尻市大字片丘字南唐沢 6342-4） 講堂 

 

６ 内 容 （予定時間） 

（１）説 明 （13:35～14:00） 

「長野県社会的養育推進計画（後期計画）」の概要について 

 

（２）講 演 （14:00～15:00） 

  （テーマ） 

「パーマネンシーをめざすこどもと家庭への支援」 

  （講 師） 

関西学院大学人間福祉学部社会福祉学科 教授 畠山 由佳子 氏 

    

（３）取組発表 （15:10～15:40） 

   ※県内の市町村、里親・施設、児童相談所等の取組事例の発表 

   （予定：児童家庭支援センターつつじ、伊那市子育てサポート課、佐久児童相談所） 

 

（４）講師・発表者との対話 （15:40～16:10） 

 

７ 参加申込 

  ながの電子申請サービスを利用してお申込みください。※締め切り ７月７日（月） 

  https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=58264 

 ※１回の手続きにより、５人までの参加申込手続きが可能です。 

電子申請サービスを使用して申し込みができない場合、参加者の所属・役職・お名前を記載

して、電子メールをお送りください。jido-shien@pref.nagano.lg.jp 

「長野県社会的養育推進計画」P77～82の

パーマネンシー保障の説明において、著書

を引用しています。 
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